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内国商品現物型ＥＴＦの上場制度の見直しに伴う有価証券上場規程等の一部改正について 
 

平成２２年２月２４日 

株式会社東京証券取引所 

 

当取引所は、有価証券上場規程等の一部改正を行い、平成２２年３月１日から施行します

（詳細につきましては、規則改正新旧対照表を御覧ください。）。 

当取引所では、平成２０年３月に信託法（平成１８年法律第１０８号）に基づく商品現物

型ＥＴＦの上場制度を整備しております。 

現在の上場制度では、内国組成の商品現物型ＥＴＦについて、管理会社が金融商品取引業

者であることを求めていますが、商品現物の管理について高い専門性を有する信託銀行等の

業者が管理会社となることも可能であると考えられます。 

当取引所は、投資者に対して、こうした商品現物型ＥＴＦの投資機会を提供することが、

日本におけるＥＴＦ市場の発展に寄与することになると考えることから、内国商品現物型Ｅ

ＴＦの上場制度について一部改正を行うものとします。 

改正の概要は下記の通りです。 

 

 

記 

 
Ⅰ  改正概要 （備  考） 

１．内国商品現物型ＥＴＦの上場制度等の整備  

（１） 管理会社の定義について 

・ 信託受託者が管理会社になる場合の管理会社の定義を、「登

録金融機関（金融商品取引法（昭和２３年４月１３日法律第

２５号）第２８条第４項に規定する投資運用業を行うもので

あって、かつ当該内国商品現物型ＥＴＦの信託財産に関する

管理又は処分を行うものに限る。以下同じ。）及び当該登録

金融機関から当該内国商品現物型ＥＴＦに係る信託財産の管

理又は処分の権限の全部又は一部の委託を受けた者」としま

す。 

 

（２） 上場審査基準について 

・ 次のａからｃまでを追加するものとします。 

ａ  信託の委託者が上場会社又はその子会社で、かつ、商品

市場（商品取引所法第２条第９項に規定する商品市場をい

う。以下同じ。）又は外国商品市場（商品市場に類似する

市場で外国に所在するものをいう。以下同じ。）において

信託財産と同一の商品に係る会員、取引参加者又はこれら

・ 有価証券上場規程

（以下「規程」とい

う。）第１００１条

第９号 

 
 
 
 
 
 
・ 規程第１１０４第

４項、有価証券上場

規程施行規則（以下

「施行規則」とい

う。）第１１０６条

第６項 
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に相当する者（当該商品の売買、売買の媒介、取次ぎ若し

くは代理、生産、加工又は使用を業として行っている者に

限る。以下同じ。）であること。 

ｂ 信託の委託者が商品の拠出状況等に関し当取引所が必要

と認めて照会を行った場合には、直ちに照会事項について

正確に報告する旨を確約すること。 

ｃ 新規上場申請銘柄の信託約款に次の（ａ）及び（ｂ）が記

載されていること。 

（ａ） 信託財産に係る商品の条件 

（ｂ） 商品の拠出者が条件を充足する商品を信託すること

を保証する旨 

 

（３） 適時開示について 

・ 次のａからｃまでのいずれかに該当する場合は、その内容を

適時開示するものとします。 

ａ 信託の委託者が上場会社又はその子会社でなくなる場

合 

ｂ 信託の委託者が商品市場又は外国商品市場において信

託財産と同一の商品に係る会員、取引参加者又はこれらに

相当する者でなくなる場合 

ｃ 信託約款で定める商品の条件を満たさない商品が信託

された場合 

 

（４） 上場廃止基準について 

  ・ 上場廃止基準に、次のａからｅまでを追加するものとします。 

ａ 管理会社の登録金融機関業務の登録の失効又は取消し 

ｂ 信託の委託者が上場会社又はその子会社でなくなる場 

合 

ｃ 信託の委託者が商品市場又は外国商品市場において信

託財産と同一の商品に係る会員、取引参加者又はこれらに

相当する者でなくなる場合 

ｄ 信託約款に次の（ａ）又は（ｂ）のいずれかが記載され

なくなる場合 

（ａ）  信託財産に係る商品の条件 

（ｂ） 商品の拠出者が条件を充足する商品を信託するこ

とを保証する旨 

ｅ 信託財産としての条件を満たさない商品が信託された

場合であって、直ちにその状況の改善に係る手続きが着手

されないとき又は遅滞なくその状況が改善されないとき。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・ 規程第１１０７条

第２項、施行規則第

１１０９条第４項 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 規程第１１１２条

第１項、施行規則第

１１１３条第４項 
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２．その他 
 

・ その他、所要の改正を行うものとします。  

 

 
Ⅱ  施行日 

・平成２２年３月１日から施行します。 

 

 

以  上 


